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■
人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご

存
知
で
す
か
？ 

（
総
務
課
）

　

昭
和　

年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護

２４

委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
は
、
毎
年
６
月
１
日

を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、

人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権

尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
常
に
注

意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が
侵
害
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を
受
け
、

被
害
救
済
の
た
め
に
す
み
や
か
に
適

切
な
処
理
を
と
り
ま
す
。

　

ま
た
、
街
頭
啓
発
や
講
演
会
な
ど

を
通
じ
て
、
人
権
の
大
切
さ
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
活

動
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
町
の

人
権
擁
護
委
員
は
次
の
方
で
す
。

○
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

・
篠
崎　
　

勝
（
大
福
田
）

　
�
　

０
０
３
１

（８４）

・
古
郡　

靜
夫
（
元
栗
橋
）

　
�
　

０
５
２
１

（８４）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

人
権
同
和
対
策
室（
内
線
２
２
８
）

■
人
権
相
談
所（
無
料
）の
開

設
に
つ
い
て 

（
総
務
課
）

　

人
権
相
談
は
、
法
務
省
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
町
の
人
権
擁
護
委
員
が
住
民

の
皆
さ
ん
の
人
権
に
関
す
る
問
題

（
虐
待
・
暴
力
・
セ
ク
ハ
ラ
・
同
和

問
題
・
高
齢
者
・
障
害
者
等
）
に
つ

い
て
相
談
を
受
け
る
も
の
で
す
。
秘

密
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　
　

月　

日�

１２

１０

　

午
前　

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

１０

○
場　

所

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
５
９
５

（８４）

■
手
打
ち
そ
ば
入
門
教
室
を

開
催
し
ま
す 

（
総
務
課
）

　

地
域
交
流
促
進
事
業
と
し
て
、
手

打
ち
そ
ば
入
門
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

今
年
穫
れ
た
て
の
新
蕎
麦
で
、
手

打
ち
そ
ば
作
り
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
ぜ
ひ
打
ち
た
て
の
蕎
麦
の
風

味
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　
　

月
２
日�

１２

　

午
前　

か
ら
午
後
１
時
ま
で

１０

○
対
象
者

　

町
内
在
勤
・
在
住
者
（
先
着　

名
）

１０

○
費　

用

　

実
費

○
場　

所

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
５
９
５

（８４）

■
国
民
健
康
保
険
税
年
末
調

整
用
証
明
書
・
国
民
健
康
保

険
税
確
定
申
告
用
納
付
証
明

書
の
交
付
に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
税
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
年
末
調
整
又
は
確
定
申

告
さ
れ
る
場
合
に
添
付
す
る
証
明
書

を
町
民
税
務
課
窓
口
（
②
の
窓
口
）

に
て
交
付
し
ま
す
。
窓
口
に
取
り
に

来
ら
れ
な
い
方
は
町
民
税
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
さ
れ
る

方
は
証
明
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

○
交
付
場
所

　

町
民
税
務
課
税
務
Ｇ

○
交
付
期
間

　
　

月
１
日�
か
ら

１１

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時　

分
か
ら

３０

　

午
後
５
時　

分
ま
で

１５

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
３
０
０
）

■
個
人
事
業
税
の
定
期
課
税

第
２
期
分
の
納
付
に
つ
い
て 

（
町
民
税
務
課
）

　
　

月
は
個
人
事
業
税
の
定
期
課
税

１１
第
２
期
分
の
納
期
で
す
。　

月
中
旬

１１

に
納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

納
期
限
の　

月　

日�
ま
で
に
お
近

１１

３０

く
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
又
は
県
税

事
務
所
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
口
座
振
替
を
申
し
込
ま

れ
て
い
る
方
は
、
口
座
の
残
高
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
た
に
口
座
振
替
に
よ
る

納
税
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
お
取

引
の
金
融
機
関
（
郵
便
局
は
除
く
）

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
県
税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
境
県
税
事
務
所 
課
税
課

　
�
　

１
１
２
０
（
代
表
）

（８７）

■
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
と
き 

（
町
民
税
務
課
）

　

所
得
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

平
成　

年
分
の
所
得
の
申
告
か
ら
、

１７

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
１
年

間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
等
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明

書
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
社
会
保
険
庁
か

ら　

月
上
旬
以
降
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

１１
年
末
調
整
又
は
確
定
申
告
の
手
続
き

の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
料

　
（
国
民
年
金
保
険
料
）

　

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
�
０
５
７
０�
０
０�
９
９
１
１

・
開
設
期
間

　

月
１
日
か
ら

１１平
成　

年
３
月　

日�
ま
で

２０

１４

（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

ごかごかのの　　
  お知らお知らせせ

（№３８８）
お
知
ら
せ
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